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国際協力部の役割と課題 

法務総合研究所国際協力部 
部長 森 永 太 郎 

 
１．はじめに 

私事から始めるのはどうも恐縮なのですが，私は昨年１０月，国際協力部（ＩＣＤ）

の部長に就任いたしましたので，ご挨拶かたがた，このＩＣＤＮＥＷＳの紙面を借りて

若干の自己紹介をさせていただきます。私は，１９９４年に検事に任官した後，２００

３年にＩＣＤの教官となり，２００４年５月から２００７年３月まで国際協力機構（Ｊ

ＩＣＡ）の長期派遣専門家としてベトナム・ハノイの法整備支援プロジェクト事務所で

勤務いたしました。帰国してからは一旦検察の現場に戻りましたが，２００９年４月か

ら再び４年間にわたってＩＣＤに配属され，その後，佐賀地方検察庁次席検事を２年間，

国連アジア極東犯罪防止研修所（ＵＮＡＦＥＩ）次長を３年半の間務め，昨年１０月に

ＩＣＤがＵＮＡＦＥＩとともに新設されました東京都昭島市の国際法務総合センター

に入居するのと同じタイミングでＩＣＤ部長の職に就きました。今年３月末で任官後２

４年になりますが，その半分の通算１２年間は国際分野での仕事に従事していたことに

なります。 
 
２．ＩＣＤの役割 

この間，日本の法整備支援活動が質・量ともに拡大してきたことは皆さまご承知の通

りです。これにともない，仕事の内容もずいぶん変化してきました。対象国が増えてき

たということもありますが，求められる支援の内容も次第に複雑化している上，２０数

年に及ぶ活動の結果，日本による法整備支援が徐々に国内外に知られるようになり，各

方面からの期待が大きくなってきていることも拡大と変化の要因になっていると思わ

れます。しかし，これまでの日本の法整備支援活動が順風満帆で，右肩上がりで拡大成

長してきたかというと，必ずしもそうではありません。元々，法整備支援という仕事は，

他国の主権にかかわる部分があり，政治的，あるいは外交的な影響も少なからず受け，

また，何よりも他国が相手ですので，我々にとって未知の事柄が多く，彼我の社会的・

文化的あるいは歴史的な背景の違いなどから思わぬ行き違いや誤解が生じやすい分野

でもあります。そのため，日本の法整備支援も当初はまさに手探りの状態で始まり，現

在でもなお試行錯誤の繰り返しであると言っていいでしょう。 
それでも，こちらへぶつかり，あちらで転んだりしながら，日本の法整備支援は徐々

にそのスタイルを作り上げていっているように思います。「相手国の自主性・主体性の尊

重」，「寄り添い型の支援」，「中長期的な視点に立っての支援」，「人材育成の重視」など

が日本の法整備支援の特徴であるといわれ，そのことは日本側のみならず，相手国側，
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あるいは他ドナーにも認識されているようですが，このスタイルは，初めから企図され

ていたものではなく，手探りで活動を行う中，自ら失敗を重ね，あるいは他ドナーの失

敗例・成功例を見ながら徐々に形作られていったものなのです。 
そのような中で，ＩＣＤはどのような役割を果たしてきたでしょうか。ＩＣＤは，増

大する法整備支援の需要に対応し，法務省の行う法整備支援活動の中心的な役割を担う

べく設立され，実際そのような役割を果たしてきました。具体的にはＪＩＣＡからの依

頼や委託を受け，あるいは自らのイニシアティヴにより，国内外における研修やセミナ

ーを企画・実施したり，国内アドバイザリーグループのメンバーとして活動したりして

きました。また，ＪＩＣＡが実施する対象国での法整備支援プロジェクトの企画にも関

わり，２００３年ころからは，ＪＩＣＡが対象国へ派遣する長期専門家のいわば官側の

プールとしての機能も担っています。さらに，法整備支援は，ＪＩＣＡと法務省だけで

行うことが可能なものではなく，裁判所や他省庁，日本弁護士連合会や大学・大学院，

さらには国際民商事法センター等のＮＧＯなどとの連携・協力が不可欠ですので，これ

らの国内リソースを取りまとめるのも大切な仕事となっています。そして法整備支援に

かかわっている様々な機関・団体・個人の間の情報共有と相互連携の促進のため，毎年

ＪＩＣＡとともに「法整備支援連絡会」という会議を開催していることもご承知の通り

です。また，このＩＣＤＮＥＷＳというＩＣＤの機関誌は，法整備支援にかかわってい

る多くの方々のご協力を得て，単なるＩＣＤの活動報告という域を超えて，法整備支援

に関する貴重な情報源となっていると自負しております。 
このように，ＩＣＤは日々多種多様な業務をこなしているわけで，これに伴うＩＣＤ

教官らの仕事もなかなか忙しいものです。教官らは，いずれもしかるべき実務経験を有

する検事（裁判官からの転官者もいます）か法務教官ですが，従来従事していた検察・

裁判・法務行政の仕事に比べると，自らの法律知識や技術を活かさなければならない点

では同じですが，はるかに守備範囲の広い仕事を任されるわけで，私なぞも初めてＩＣ

Ｄの教官になった時にはその仕事の多さといいますか，多様さに面食らったものです。

「それは私の専門外です」とか，「そのような仕事をした経験がないもので・・・」など

という呑気なことは言っていられないのです。教官は，法整備支援活動の企画立案者，

研修やセミナーの企画者兼講師，対象国が作る法案や人材育成用の教材のコメンテータ

ー，各種会議のオーガナイザーなどを務めるばかりでなく，対象国との各種協議や折衝，

他ドナーとの情報交換や協議なども行わなければなりませんし，その合間に対象国の法

制度や法律実務の分析や事案によっては現地調査なども行う必要があります。そして，

そのような経験を積み重ね，全員ではありませんが，ＪＩＣＡの長期専門家として対象

国に派遣されることになるのです。 
 
３．課題 

ＩＣＤの仕事が日本の法整備支援の拡大・深化とともに増大し，複雑化していること

はすでに述べた通りで，ＩＣＤが今後より効果的な法整備支援活動を継続していくに
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は，このような多種多様な仕事をこなしていける教官の存在が不可欠であることは言う

までもありません。現在のＩＣＤ教官らはいずれも情熱をもって真摯に業務に取り組ん

でくれていますが，ＩＣＤの仕事は，各教官の従来の業務ではほとんど要求されなかっ

たであろう，外国の法制度や実務，あるいは文化や社会，歴史に関するある程度の知識

のみならず，ひるがえって我が国についてもその法制度や実務の歴史について掘り下げ

た知識が必要になってきます。そのため，各教官は日々の多忙な業務をこなしながらも，

かなりの勉強をしなければなりません。むろん，その道の大家にならなければならない，

などということではありませんが，法整備支援という，他国の法制度や法律実務を取り

扱う業務ですから，どうしてもこのような知識がないと，実質的な内容に踏み込んだ効

果的な支援はできなくなってしまうのです。具体的な例を挙げますと，本邦研修（対象

国の方々に日本に来てもらって受けてもらう研修のことです）の際，ＩＣＤ教官は，自

ら講師を務めるのみならず，日本のベテランの実務家や大学の教授などの講義の場に立

ち会うことも多いわけですが，対象国からの研修参加者からは，日本ではほとんどなじ

みのない制度や法概念，あるいは専門用語（通訳の方がいても手に負えないやつです）

を交えた質問や意見が出されることが往々にしてあります。「日本の軍法会議のシステ

ムはどうなっているか？」とか，「今の講師の話は cognizable offense についてであると

思うが non-cognizable offense の場合にはどうなるのか？」（何のことだかおわかりにな

りますか？これをご存知なのはかなりのベテランの方ですな）などというものです。逆

もしかりで，日本の制度について講師が小一時間も説明した後，研修参加者が全員不思

議そうな顔をして「今のは何の話だ？」という場面もよくあります。ＩＣＤ教官が自ら

の講義でこのようなことで時間を無駄にするようではいけないわけで，また，外部の講

師の方が対象国の制度・実務をご存じない場合には，講師と研修参加者の間に立って，

いわば通訳の役割を果たさなければならないわけです。要は講師と研修参加者の双方

が，どのような発想で，あるいはどのような制度や実務を前提にして話に臨んでおり，

どこにすれ違いが生じているかを察する能力が必要なのであって，そのためには教官自

身の自己研鑽が重要であることは言うまでもありません。 
しかし，私自身も経験がありますが，ただでさえ忙しい教官にとっては自己研鑽，独

学と言っても容易なことではありません。対象国が増え，支援内容が高度化している中

ではなおさらです。やはりある程度，いま述べたような知識を，特に初任の教官らが身

に着けることのできる体制をＩＣＤ内に構築しなければならないのではないかと考え

ています。ＩＣＤでは，毎年，法務・検察で法整備支援に興味のある職員に向けたごく

ごく初歩的な研修を実施していますが，これに加え，ＩＣＤ内部での初任教官向けの研

修のようなものを実施すべきかな，と考えており，これが私にとっての当面の課題事項

となりそうです。そのためにはいずれ，ＩＣＤのＯＢの皆様や，日ごろからお世話にな

っております大学等の研究者の皆様などにもお力をお貸しいただかなければならない

かもしれません。その節には何とぞよろしくお願い申し上げます。もちろんＩＣＤには

ほかにもいろいろ課題がありますが，まずはこの点に取り組み，ＩＣＤの institutional 
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capacity の向上に努めたいと思います。 
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プノンペンの平日（２）～カンボジア法整備支援の日常～ 

ＪＩＣＡ長期派遣専門家 
内 山   淳 

 
【目次】 

 １ 平日の朝 

 ２ 平日の午前 

 ３ 平日の昼休み（以上，前号） 

 ４ 平日の午後 

 ５ 平日の夜（以上，本号） 

 ６ 平日の特別行事 

 ７ 番外編「プノンペンの休日」 

 

 
前回は，「平日の昼休み」までお伝えしました。今回は，「平日の午後」からの様子です。

平日の午後と言えば，昼食で膨らんだお腹の影響で，まどろみがちな時間帯ですが，本稿

の影響で，読者の皆さんが睡魔に襲われないことを祈るばかりです。 

 
 
４ 平日の午後 

１４：００ 開催する 
プロジェクトの重要な活動は，ワーキング・グループ（ＷＧ）です。 
ＷＧでは，プロジェクトの目的を実現するため，様々なことを議論します。ＷＧの活動

は，そのままプロジェクトの成果につながります。 
ＷＧは，カンボジアの裁判官，検察官，弁護士，大学教授などによる混成メンバーです。

そうすることで，職業別の垣根を越えた交流ができることを期待しています。 
新プロジェクトでは，ＷＧの活動がまだ開始していないので，ここからは，前プロジェ

クトでのＷＧについてご紹介します。 
私が担当していたのは，裁判官と検察官で構成されたＷＧでした。ＷＧのメンバーは，

裁判官検察官養成校で教官も務めていました。当時は，現在と違って，弁護士との混成で

はありません。また，当時は，プロジェクト・オフィスの会議室だけでなく，その養成校

の教室などでもＷＧを開催していました。 
毎週１回。平日の午後。夕方までの数時間がＷＧの時間です。 
ＷＧのメンバーは，それぞれ担当する裁判期日などを調整して参加します。もちろん，

日本側からの手当は，一切ありません。ですから，熱意がなければ続けられません。 

寄　稿
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ＷＧでは，民法や民事訴訟法の解釈，日頃の実務で直面する問題点などについても議論

します。カンボジアの民法と民事訴訟法は，日本が支援したため，その内容は日本法とよ

く似ています。しかし，カンボジアは，日本と社会や文化が違いますので，日本では想定

しないような実務上の問題が発生します1。 
ＷＧのメンバーは，お互いに意見を交わし，長期派遣専門家（現地専門家）にコメント

や解説を求めます。しかし，私たち現地専門家も，日本法の全てに精通しているわけでは

ありませんので，ときには，即答せずに持ち帰って調べることもあります。 
以前，私は，メンバーに「現地専門家に求めるものは何ですか？日本法についての深い

知識？質問に即答してくれる豊かな経験？」などと雑談ついでに聞いたことがあります。 
さて，どんな答えだったと思いますか？ 
共通していたのは，「知識や経験があることはありがたい。でも，一番求めているのは，

一緒に考えてくれること。それから，カンボジアの法律家は，日本語で書かれた本を調べ

ることはできない。日本には，たくさんの蓄積があると思う。それを調べて，考え方を教

えてくれるとありがたい。」ということでした。 
民事法の専門家ではない私への気遣いが半分ほど含まれているとしても，そのような答

えが返ってきたのは，驚きでした。考えてみれば当然のことかもしれませんが，どうやら

「万能の巨人」を求めているわけではないようです。 
カンボジア法については，カンボジアの法律家の方が知識や実務経験は多いはずですが，

それだけでは直面した実務上の問題を解決できません。必要なのは，法的な思考です。「リ

ーガル・マインド」などとも呼ばれます。 
失礼ながら，この法的な思考の点では，たとえ民事法の専門家でなくても，日本の法律

家の方がまだ圧倒的に優位な立場にいます。 
しかし，「ウサギとカメ」の逸話が教えるように，安穏としてはいられません。 
例えば，ＷＧで議論していても，メンバーは，決して，日本法の解釈を鵜呑みにしたり，

無批判に追従したりしません。「なぜ，そう考えるのか。」と質問してくることがよくあり

ます。そのとき，法的な思考過程を示すと，納得してくれることが多いです。 
カンボジアの法律家全体からすれば，ＷＧに参加できる人数はごくわずかですが，おそ

らく，今後，カンボジア司法の中枢を担う人たちです。クメール・ルージュ時代に多くの

法律家を失った国ですが，ＷＧを通じて，着実に人材が育っています。少し上から目線の

言い方で恐縮ですが，本当にそう実感します。私たちには，木陰で昼寝をしている暇はな

さそうです。 
ただ，これまでのしがらみや因習を打ち破るのは，並大抵のことではありません。ＷＧ

に参加している素晴らしい人材が，その力量を存分に発揮できる時代が来るまでには，も

う少し辛抱が必要そうです。 

                                                   
1 詳しい法律的議論については，「カンボジアの司法」シリーズ（『ＩＣＤＮＥＷＳ』２０１７年６月号以

降）参照。 
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さて，ＷＧは，法整備支援の日常の中でとても重要な１コマですので，思わず，しゃべ

り過ぎてしまいました。引き続き，ＷＧがない日の午後もご紹介します。 
 

 
【ワーキング・グループ活動】 

 
１５：００ 出席する 
相談したいことがあるときには，日本とテレビ会議をすることがあります。画像の乱れ

は多少ありますが，特派員のニュース中継のように，音声が届くまでの微妙な間はありま

せん。 
余談ですが，カンボジアに来てから，携帯電話に入っているアプリで，日本にいる家族

とテレビ電話をするようになりました。意外だと思われるかもしれませんが，首都プノン

ペンでは，カフェやホテルに限らず，多くのローカル食堂でも，無料のＷｉ-Ｆｉを利用で

きます。たいていのカフェでは，グループのお客さんでも，それぞれ自分の携帯電話に没

頭して，指先を画面上に走らせています。この姿は，どうやら世界共通のようです。 
さて，話をテレビ会議に戻します。会議の相手は，日本にいるＪＩＣＡやＩＣＤの皆さ

んです。カンボジアまでは，成田からの直行便が就航していますが，やはり遠路ですので，

テレビ会議で協議するのが効率的です。 
もちろん，メールや電話でも連絡を取り合っていますが，テレビ画面越しとはいえ，や

はり顔を合わせた方が，議論が深まるように思います。そして，「議論」だけでなく，オー

ル日本での支援という「絆」も深まるかもしれません。 
 
１６：００ 書く 
日本に送る報告書や『ＩＣＤＮＥＷＳ』の原稿などを書くのも大切な仕事です。 
缶ビール片手にこの原稿を書いているとお思いの方が多いかもしれませんが，実は，そ

んなことはないんです。締切りを迫る編集者はいませんが，より多くの人に法整備支援を

知ってもらうため，日夜，推敲を重ねております。 
法整備支援では，「発信」が大切です。世界中で，様々な国や団体が，多様な支援活動を

しています。ですから，せっかく日本が素晴らしい活動をしていても，発信しないと埋も
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れてしまいます。カンボジアで有名なアンコール・ワット遺跡群は，今でこそ世界遺産と

して有名ですが，発掘されるまでの長い間，深い森の中に埋もれていたそうです。後世の

歴史家による発掘を待つのも悪くはないですが，やはり法整備支援については，「発掘」で

はなく「発信」が向いています。 
「Rule of law！（法の支配を！）」「Access to justice！（司法へのアクセスを！）」と声高

に叫ぶのは少々気が引けますが，「以前，カンボジアの民法や民事訴訟法を作る手伝いをし

まして，今も，その普及や人材育成の手伝いをしているんですよ。手前味噌で申し訳ない

ですが，カンボジアの法律家にはかなり好評でして･･･。」と奥ゆかしくアピールするくら

いは，許されるのではないかと思います。 

 
１７：００ 読む 
スタッフは，終業時間の午後５時になると帰り支度を始めます。残業するスタッフは，

ほとんどいません。多くが２０代半ばで，仕事の後，大学院や語学教室などに通って，自

己研鑽に努めています。 
そんなスタッフたちに触発されたわけではありませんが，私も独りになれる時間を大切

にしています。スタッフが帰った後は，オフィスも静まりかえるので，独りでじっくり考

えたり，新聞や本を読んで情報を収集したりするには，ちょうどいい環境です。 
また，日本語に翻訳されたカンボジア法令の翻訳チェックをすることもあります。チェ

ック後は，ＩＣＤのホームページ2に掲載しています。日本の法律との違いに注目して読む

と，無味乾燥な条文も，なかなか味わい深いものです。 
 

 

【地元の英字新聞（２紙）】 
  

                                                   
2 随時更新。約６０法令を掲載（２０１７年１２月現在）。 

http://www.moj.go.jp/housouken/houso_houkoku_cambo.html 
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５ 平日の夜 

２０：００ 帰宅する 
働き方改革が叫ばれる昨今，もっと早く帰るべきなのかもしれませんが，これでも検察

の現場にいた頃に比べると，「夢の超特急」と呼べるくらい早く帰宅できます。 
帰宅後は，缶ビール片手にテレビ…ではなく，ちょっとばかりクメール語（カンボジア

語）を自習。 
首都プノンペンでは，ホテルやレストランなど外国人が多い場所であれば，英語が通じ

ることが多いです。しかし，クメール語を使えると，トゥクトゥク3に乗るときの値段交渉

では，値引率が圧倒的に違います。ホテルや訪問先での挨拶では，笑顔率が圧倒的に違い

ます。 
そんな打算的な発想もあって，クメール語を学んでいます。日本で買ったテキストや辞

書だけでなく，携帯電話に翻訳アプリをダウンロードして，ちょっと気になったら意味を

調べてみます。また，ネット上の語学講座やカラオケなどの動画も利用しています。カラ

オケ形式だと，クメール語の文字が字幕になっている上，音に合わせて文字の色が変わる

ので，どこを歌っているのかが分かります。単語の発音を知るには好都合なのです。 
クメール語は，マイナーな言語というイメージが強いですが，案外，学ぶための素材は

溢れています。 
覚えた単語は，スタッフ，ＷＧのメンバー，ホテルの従業員との会話で実践練習。今ま

で意味のない音の「羅列」だったものが，あるとき意味のある音の「つながり」として聞

こえてきたときの感動は，やみつきになります。この感動への依存性の高さは，薬物事件

の比ではありません。おっと，不謹慎でした。 
とは言え，私のクメール語は，まだまだ発展途上です。法整備支援と同じく，息の長い

支援が必要そうです。 
 

 
【クメール語の文字教材と辞書】 

  

                                                   
3 バイクの後ろに乗車用の台車が付いた乗物。 
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２４：００ 寝る 
私は，単身赴任なので，夜は，気兼ねなく，ベッドにゴロ寝ができます。 
カンボジアは，一年中，暑いため，湯冷めしないように素早く布団に潜り込むなどとい

う状況にはなりません。 
その代わり，雨季の終わり頃になると，真夜中でも，雷雨。ゴロゴロ，ドカーン。雨が

止んで静かになると，暗闇の中で，かすかな羽音。プ～ン。寝付けずに，部屋の電気をつ

けると，壁面に，ヤモリ！ 
決して安宿に泊まっているわけではないのですが，暑さだけではない寝苦しい夜が続き

ます。 
そろそろ，夜も更けてきました。片手に持った缶ビールの酔いが回ってきましたので

（！？），筆を置くことにします。おやすみなさい。 
 

 
【ヤモリ】 

 
さて，今回は，「平日の夜」までをお伝えしましたが，いかがだったでしょうか？ 
私たちの日常を追体験していただけたとしたらうれしい限りです。 
次回以降は，全国始審裁判所の実情調査，現地でのセミナー，インターンシップの受入

れなど「平日の特別行事」の様子をお伝えする予定です。また，番外編として，私たちの

プノンペンでの日常生活を「プノンペンの休日」と題してお伝えします。 
どうぞお楽しみに。 

（つづく） 
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国際知財司法シンポジウム２０１７ 

～日中韓・ASEAN 諸国における知的財産紛争解決～ 

国際協力部教官 
横 山 栄 作1 

 
１ 平成２９年１０月３０日（月）から同年１１月１日（水）までの３日間，弁護士会館

２階講堂クレオ（東京都千代田区霞が関）において，「国際知財司法シンポジウム２０１

７～日中韓・ＡＳＥＡＮ諸国における知的財産紛争解決～」（略称Ｊ－ＳＩＰ２０１７）

が開催されました。 
Ｊ－ＳＩＰ２０１７は，法務省，最高裁判所，知的財産高等裁判所，特許庁，日本弁

護士連合会及び弁護士知財ネットの６団体の主催により実施され，日中韓・ＡＳＥＡＮ

諸国（ブルネイ，カンボジア，インドネシア，ラオス，マレーシア，ミャンマー，フィ

リピン，シンガポール，タイ，ベトナム）という，いわゆる「ＡＳＥＡＮ＋３」と同じ

枠組みにおいて，各国の知的財産関係紛争等を処理している裁判官らが集い，知的財産

関係紛争につき司法分野を中心に討議を行う初めての国際シンポジウムでした。 
Ｊ－ＳＩＰ２０１７開催の目的は，こうした討議等を通じて，知的財産関係紛争の解

決に係る各国の法制度や法的課題に対する理解・共通認識が醸成され，それに伴って，

ＡＳＥＡＮ地域を含むアジア圏全体の知的財産関係紛争の処理能力向上に貢献するこ

とにありました。また，日本の法曹関係者や海外進出を考えている民間企業の皆さんな

どに対しても，有用な情報を提供する機会になると考えていました。 
プログラムの概要ですが，まず，初日である平成２９年１０月３０日には，日中韓・

シンガポールの裁判官及び弁護士による特許に関する模擬裁判が実施されました。 
２日目の同月３１日は，日本の裁判例に基づいた商標の事例を使って討議を実施しま

した。シンガポールを除くＡＳＥＡＮ諸国を，メコン地域の５カ国（カンボジア，ラオ

ス，ミャンマー，タイ，ベトナム）と島しょ部地域（ブルネイ，インドネシア，マレー

シア，フィリピン）に分け，分科会形式でパネルディスカッションを行った上，統括パ

ネルディスカッションを実施しました。また，法務省司法法制部が実施している調査研

究に関しての発表も行いました。 
３日目の同年１１月１日は，アジアにおけるビジネスと知財紛争をテーマにした講演

や，特許の進歩性判断，商標の類否判断等に関するパネルディスカッションが実施され

ました。 
いずれも，非常に中身の濃いものとなり，各国制度の相互理解が進んだものと思いま

すし，知的財産関係紛争の処理能力向上につながる内容でした。各プログラムの概要・

                                                   
1 本稿において意見にわたる部分については，いずれも私見に過ぎません。 

特　集 国際知財司法シンポジウム２０１７
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結果につきましては，担当された裁判官，弁護士の先生，特許庁の担当者の方々からそ

れぞれ御寄稿いただきましたので，ぜひ御覧ください。 
加えて，３日間をとおして，のべ約１３００人もの方々が来場してＡＳＥＡＮ＋３各

国の裁判官による討議に耳を傾けておられ，終了後に提出頂いたアンケートには「参考

になった」との意見が多数ありました。有用な情報を提供する機会にするという目的も

達成できたといえ，Ｊ－ＳＩＰ２０１７を実施しようとした目的は達成したといってよ

いと思います。Ｊ－ＳＩＰ２０１７がこのように成功裡に終わったことを，運営に携っ

た一人として非常に嬉しく思っております。 
２ ところで，私たち法務省法務総合研究所国際協力部では，ＡＳＥＡＮ諸国のうち，特

にカンボジア，インドネシア，ラオス，ミャンマー，ベトナムの各国にＪＩＣＡの長期

派遣専門家として検事を派遣するなどして各国の法制度整備支援を実施してきました。

インドネシアではまさに知的財産制度に関する支援を実施していますし，ミャンマーに

おいても，知財紛争解決の制度構築に向けて着々と活動を実施しているところです。 
日本においてＪ－ＳＩＰ２０１７が開催され，成功裡に終わったことにより，日本を

中心として，知財紛争解決能力の向上を目指そうという動き，ネットワーク化が進み，

上記のような支援の輪が広がっていくことを期待しています。今後も，Ｊ－ＳＩＰ２０

１７の成果を活かしつつ，継続的にＡＳＥＡＮ＋３諸国での連携を深めていきたいと思

いますし，近い将来，Ｊ－ＳＩＰ２０１７に引き続いてＡＳＥＡＮ諸国における知財紛

争解決に向けた連携を深めるような支援，会合を行うことにより，さらなる支援につな

げていきたいと考えています。 
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「国際知財司法シンポジウム２０１７～日中韓・ＡＳＥＡＮ諸国におけ

る知的財産紛争解決～」模擬裁判パート（１日目）の結果概要 

知的財産高等裁判所 判事 
杉 浦 正 樹 

 
第１ 本シンポジウムの概要 

１ 本シンポジウムの背景と目的 
知的財産高等裁判所は，平成２９年（２０１７年）１０月３０日から１１月１日の

３日間にわたり，最高裁判所，法務省，特許庁，日本弁護士連合会及び弁護士知財ネ

ットとともに，「国際知財司法シンポジウム２０１７～日中韓・ＡＳＥＡＮ諸国におけ

る知的財産紛争解決～」を開催しました。 
特許権等の知的財産権分野では，従来から多国籍間の条約締結など国際的な協調の

取組が図られてきましたが，近年の企業・個人の経済活動のグローバル化，インター

ネットによる国境を超えた情報通信の発達・普及，第４次産業革命ともいわれる技術

革新の進展などに伴い，知的財産を巡る紛争の国際化は一段と進んでいます。こうし

た国際的な状況の中で，知財紛争を適切かつ実効的に解決するためには，他国の法制

度や訴訟運営に関する相互理解が必要不可欠です。また，ことに経済発展著しいアジ

ア諸国のような新興国では，海外からの直接投資等を促進する重要な基盤として，知

財紛争を専門に取り扱う裁判所の設立やその種訴訟を担当できる人材の育成の重要性

が指摘されています。 
知財高裁及び最高裁では，こうしたニーズに対応する各種の取組を行っており1，例

えばアジア諸国において独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）と法務省が実施する

法制度整備支援事業にも，重要判例の提供，研修での講義・訪問受入れ等を通じて協

力しています。また，知財高裁勤務経験者の裁判官がインドネシアに長期専門家とし

て派遣されています。 
本シンポジウムは，こうした国際化に対応するための取組の一環として開催される

に至ったものであり，知財紛争に関するアジア地域の法制度や訴訟運営に関する相互

理解を促進するとともに，各国の共通認識を醸成し，同地域全体の紛争処理能力の向

上を図ることを最大の目的としています。同時に，本シンポジウムを傍聴した我が国

の法曹関係者及び企業関係者に対して，海外展開等を図る上で必要な各国の法制度や

訴訟運営に関する情報を提供することも，その目的に含みます。 
さらに，知財高裁としては，本シンポジウムを通じて，司法機関にとって重要な法

の支配，判断の中立公正さとそれに対する国民の信頼，裁判の透明性といった要請を，

                                                   
1 具体的な取組みの例は，知財高裁ＨＰ（http://www.ip.courts.go.jp/）にて国内外に向けて紹介しています

ので，ぜひご覧ください。 
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各国司法機関に共通する課題として提起し，各国の司法関係者とともにその実現に向

けて取り組むための重要な機会として位置付けています。 
 
２ 本シンポジウム（全体）の成果 

本シンポジウムは，前記のとおり，全体として３日間にわたるもので，知財高裁は，

このうち１日目のプログラムを担当し，日本，中国，韓国，シンガポールの４か国に

よる模擬裁判及びパネルディスカッションを行いました2。 
幸いにして本シンポジウムは大きな関心を呼び，３日間通じて延べ約１３００名と

いう多数の参加を得られました。その際実施したアンケート結果を見ても，おおむね

好評を博することができたようです。その意味で，本シンポジウムは全体として成功

裡に終えることができたものといってよいと思われます。 

【本シンポジウムに参加した日中韓・ASEAN 諸国の裁判官及び弁護士】 
 
第２ 模擬裁判パート 

１ 模擬裁判の目的等 
前記のとおり，知財高裁は，日本，中国，韓国，シンガポールの４か国による模擬

裁判及びパネルディスカッションのプログラムを担当しました。具体的には，特許侵

害訴訟における証拠収集手段をテーマとする共通事例に基づき，証拠の採否を巡る裁

判所と当事者とのやり取り及び採否判断等を模擬裁判という形で各国の裁判官及び弁

護士が実演した上，その結果の共通点及び相違点等につき４か国の裁判官及び弁護士

がパネルディスカッションを行いました。 

                                                   
2 ２日目は法務省，３日目は特許庁がそれぞれ担当しました。本シンポジウムの参考資料等は，現在，以

下の特許庁ＨＰにアーカイブされています。 
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/chizaishihou-2017.htm 
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外国の法令及び法制度関連の情報の入手が時として困難であることはもちろんです

が，訴訟運営の実際のあり方に関する情報は，記録化されない部分も少なくないこと

から，その把握にはより一層の困難が伴うと思われます。模擬裁判として特定の訴訟

場面を取り上げ，実演して見せることで，このような訴訟運営の実情を文字通り可視

化することができます。しかも４か国が同一の機会にこれを行うならば，相互間の共

通点及び相違点等が際立つことになり，これらを比較することを通じて，それぞれの

法制度及び運用の実情に関する理解をより一層深めることが期待できます。本シンポ

ジウムにおいて模擬裁判及びパネルディスカッションという方式を採用したのは，こ

のような意図によるものです。 
また，具体的なテーマとして特許侵害訴訟における証拠収集手段を選択したのは，

訴訟の帰趨を大いに左右する重要な手続である上，各国の法制度の沿革や実情に応じ

て，制度的にはもちろん，訴訟運営の実務レベルでもかなりの違いがあるのではない

かと予想されたことなどが理由です。 
さらに，模擬裁判の内容を理解する前提として，各国の特許侵害訴訟でポイントと

なる制度の説明を当該国の法律実務家が行うことによっても，多くの有益な情報が得

られるものと考えられたことから，そのような時間も設けることとしました。 
なお，模擬裁判パートのプログラムの詳細は別添資料を参照してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【模擬裁判時の会場の模様】 
 
２ 模擬裁判の状況 

模擬裁判は，壇上に裁判所席及び各当事者席等を設営し，裁判官（国によっては当

事者代理人も）は原則として実際に法廷で着用する法服を着用し，更には裁判官の入

退場時には壇上の演者だけでなく会場の参加者も傍聴人として起立する（！）という，

文字通り全員参加の臨場感溢れる形で，当事者による証拠調べの申立てとそれに関す

る裁判所及び相手方とのやり取りから裁判所による証拠採否の判断に至るまでの手続

が，本番さながらに実演されました。 
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↑【日本の模擬裁判の模様】↓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各パネルとも，それぞれ工夫しながらも模擬裁判の前記目的に適う形で進められま

したが，日本の模擬裁判では，弁論期日における争点及び証拠の整理の手続を基本的

な場面としつつも，その過程で，非公開のインカメラ審理や裁判官及び裁判所調査官

による合議の模様が実演されました。このように，模擬裁判において非公開の手続を

実演した点は，これまで他に例を見ないと思われます。 
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【中国の模擬裁判の模様】↑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ↑【韓国の模擬裁判の模様】 
 

また，シンガポールの模擬裁判では，書類提出命令の申立てを却下ないし留保した

上で，’Hot Tubbing’といわれる，専門家証人（原告側・被告側各１名）が同席の上で議

論を行うかのように尋問が進められる手続が実演され，こうした手続を通じて裁判官

の心証が形成されていく模様が実演された点が特徴的であったと思われます。 
そして，各国とも，模擬裁判の締めくくりとして裁判所が証拠の採否等に関する判

断を示しました。その判断は，事前にパスワードによる保護付きのファイルが知財高

裁ＨＰに掲載され，各セッション終了後にパスワードを会場で告知するという形で，

参加者向けに順次公開されました3。 

                                                   
3 ただし，これらの決定書等は模擬裁判向けに特に作成してもらったものであり，実際の訴訟手続にお

いて同様の文書が作成されるとは限らないことには留意してください。 
また，現在，前記知財高裁ＨＰには，日本パネルの決定書と結果一覧表がパスワードによる保護を解除

して掲載されています。 
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【シンガポールの模擬裁判の模様】 
 
３ パネルディスカッションの状況 

パネルディスカッションは，模擬裁判で示された各国裁判所の証拠採否に関する判

断を踏まえ，モデレーターによる司会進行の下，各国の判断結果に相違を生じた部分

を中心に質疑応答が行われました。 

 
【各国模擬裁判の結果】 

 
そこで行われた議論の詳細は省きますが，結果一覧表からも明らかなとおり，共通

事例でありながらも各国の判断には顕著な相違が見られました。特に，日本と韓国と

は，制度的には似通った部分が多いにもかかわらずこのような結果となっており，運

用上の相違が大きいことは個人的にも興味深いところです。 
 

18



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【パネルディスカッションの模様】 
 

また，パネルディスカッションの最後には，各国のパネリストから，知財訴訟に関

する国際交流や意見交換の意義が指摘された後，清水節知財高裁所長が，知財訴訟に

関する国際的な相互理解を深める上で本シンポジウムのような機会は貴重なものであ

り，今後も継続的に開催していきたいとの意向を示し，万雷の拍手とともに，１日目

のプログラムが締めくくられました。 
 
第３ 所感と今後の展望 

１日目のプログラムには，延べ約５００名にも上る「傍聴人」に参加していただき，

当初の目論見以上に，こうしたテーマに強い関心が寄せられたことがうかがわれます。 
また，日本，中国，韓国，シンガポールの特許侵害訴訟における証拠収集手段につ

いて，制度的な違いはもちろん，運用上も顕著な違いがあることは，以上の拙文を読

んでいただいてもおわかりいただけると思います。私個人としても，当初予想してい

た以上に質的にも量的にも相違があったことから，訴訟運営のあり方について批判的

な再考を迫られる良い機会になったと考えています。 
加えて特筆すべきは，このような模擬裁判パートを，シンガポールを除く ASEAN

諸国の裁判官も傍聴していたという点にあると思われます。これらの国々は，程度の

差こそあれ民事的側面での知財訴訟の制度的及び人的基盤整備に積極的に取り組まな

ければならない段階にあると思われますが，各国の裁判官が本シンポジウムの成果を

持ち帰り，そうした取組みの一助としてくれるものと願ってやまないところですし，

そうしてくれるものと信じています。 
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【手前がＡＳＥＡＮ諸国の裁判官】 
 

また，近いうちに再びアジア諸国の裁判官・弁護士が一堂に会する同様のシンポジ

ウムを開催することが望ましいと考えていますが，関係各位のご理解とご協力を得ら

れるならば，その際には，アジア地域で中国と並んで経済発展が著しいインドや，日

本との経済的関係が深いだけでなく，ＡＳＥＡＮ諸国との関係でも，地理的な近さも

あって強い存在感を示すオーストラリアなども招聘することができれば，更に有意義

ではないかと思われます。 
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プログラム 

１日目 平成 29年 10月 30日（月） 

10:00 開会 

10:00-10:15 あいさつ 
知的財産高等裁判所 清水節所長 

10:15-10:30 事案説明 ～特許訴訟における証拠収集手続～ 
知的財産高等裁判所 杉浦正樹裁判官 

10:30-10:40 制度概要説明（日本） 
知的財産高等裁判所 森岡礼子裁判官 

10:40-11:30 模擬裁判（日本） 
知的財産高等裁判所 清水節裁判官 
知的財産高等裁判所 中島基至裁判官 
知的財産高等裁判所 関根澄子裁判官 
知的財産高等裁判所 佐藤聡史調査官 
日弁連知的財産センター 平野惠稔弁護士 
日弁連知的財産センター 村田真一弁護士 

11:35-12:35 模擬裁判（中国） 
中国北京知識産権法院 Zhang Xiaojin裁判官 
林達劉グループ Qixue WEI弁護士 
林達劉グループ Jie CHEN弁護士 
北京市康達弁護士事務所 Liu Lei弁護士 
北京市康達弁護士事務所 Yan Lian弁護士 
北京市康達弁護士事務所 Lin HAN弁護士 

12:35-14:10 休憩 

14:10-15:10 模擬裁判（韓国） 
韓国特許法院 Hwan-Soo KIM裁判官 
金・張法律事務所 Sang-Wook Han弁護士 
法務法人世宗 Yoon-Hee KIM弁護士 
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15:15–15:25  制度概要説明（シンガポール）  
          シンガポール最高裁判所 Cheng Pei Feng裁判官 
 
15:25-16:15 模擬裁判（シンガポール） 

シンガポール最高裁判所 George Wei裁判官 
シンガポール最高裁判所 Edwin San裁判官 
シンガポール最高裁判所 Cheng Pei Feng裁判官 
シンガポール最高裁判所 Wong Baochen裁判官 
デゥリュー・アンド・ネピア法律事務所 Tony Yeo弁護士 
デントンズ・ロダイク・アンド・デビッドソン法律事務所 Foo Maw Jiun弁護士 

 
16:15-16:30 休憩 
 
16:30-17:30 パネルディスカッション ～模擬裁判の総括～ 

モデレーター 
知的財産高等裁判所 中島基至裁判官 
日弁連知的財産センター 村田真一弁護士 

         パネリスト 
知的財産高等裁判所 清水節裁判官 
知的財産高等裁判所 関根澄子裁判官 
日弁連知的財産センター 平野惠稔弁護士 
中国北京知識産権法院 Zhang Xiaojin裁判官 
林達劉グループ Qixue WEI弁護士 
韓国特許法院 Hwan-Soo KIM裁判官 
金・張法律事務所 Sang-Wook Han弁護士 
シンガポール最高裁判所 George Wei裁判官 
デゥリュー・アンド・ネピア法律事務所 Tony Yeo弁護士 

 
17:30  １日目終了 
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17:30  １日目終了 
  

ＡＳＥＡＮ９ヵ国裁判官によるパネルディスカッションと 

海外調査研究事業の発表 

日弁連知的財産センター委員長 城 山 康 文 
同委員 相 良 由里子 

法務省大臣官房司法法制部付 伊 賀 和 幸 
 
１ ２日目の概要 

 国際知財司法シンポジウム２０１７の２日目（２０１７年１０月３１日）は，法務省の

主導による企画が実施された。 
 まず，午前中は，ＡＳＥＡＮ９ヵ国から，各国２名の裁判官を招聘し，商標侵害事例を

テーマにパネルディスカッションを実施した。９ヵ国の裁判官が一堂に会して議論すると，

論点が拡散してしまうのではないかと懸念されたので，２つのグループに分けて行うこと

にした。第１分科会は，メコン川流域を構成するカンボジア王国，ラオス人民民主共和国，

ミャンマー連邦共和国，タイ王国及びベトナム社会主義共和国の各国の裁判官をパネリス

トとし，法務省法務総合研究所国際協力部の東尾和幸教官が司会，城山がモデレータを担

当した。第２分科会は，島嶼部を構成するブルネイ・ダルサラーム国，インドネシア共和

国，マレーシア及びフィリピン共和国の各国の裁判官をパネリストとし，法務省法務総合

研究所国際協力部の横山栄作教官が司会，相良がモデレータを担当した。各国から招聘し

た裁判官は次のとおりである。なお，合計１８名のうち８名が女性であり，ＡＳＥＡＮ各

国の司法における女性活躍の状況を示している。 
 
第１分科会 
カンボジア王国：Appellate Court の Chay Chandaravan 裁判官（男性）と You Bunna 裁判官

（男性） 
ラオス人民民主共和国：People's Supreme Court の Chanthanom Sirivath 裁判官（女性）と

People’s Central High Court の Ompasa Sayakoummane 裁判官（女性） 
ミャンマー連邦共和国：Supreme Court of the Union の Min Thant 裁判官（男性）と Myo Tint
裁判官（男性） 
タイ王国：Supreme Court の Phattarasak Vannasaeng 裁判官（男性）と Toon Mek-yong 裁判官

（男性） 
ベトナム社会主義共和国：People's Court of Bac Ninh の Nguyen Dac Dung 裁判官（男性）と

People's Court of Long An Province の Phan Ngoc Hoang Dinh Thuc 裁判官（女性） 
 
第２分科会 
ブルネイ・ダルサラーム国：Supreme Court の Harnita Zelda Skinner 裁判官（女性）と

Intermediate Court の Pg Masni Pg Hj Bahar 裁判官（女性） 
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インドネシア共和国：Surabaya District Court の Anne Rusiana 裁判官（女性）と Tanjung Karang 
District Court の Pujiastuti Handayani 裁判官（女性） 
マレーシア：Kuala Lumpur High Court の Hanipah Binti Farikullah 裁判官（女性）と Wong Kian 
Kheong 裁判官（男性） 
フィリピン共和国：Regional Trial Court, Cagayan de Oro City の Dennis Zaballero Alcantar 裁
判官（男性）と同 Caloocan City の Remigio Magsino Escalada, Jr.裁判官（男性） 
 
 午後の前半は，城山と相良からそれぞれ各分科会報告を行った後，法務省法務総合研究

所総務企画部の渡邊真知子部付の司会の下，９ヵ国の裁判官と相良をパネリストとし，城

山をモデレータとする総括パネルディスカッションが行われた。 
 そして，午後の後半は，伊賀の司会の下，池田崇志弁護士及び鈴木健文弁護士並びに法

務省大臣官房司法法制部の千葉由美子部付により，法務省で実施している海外調査研究事

業について，知財紛争分野を中心とした発表がなされた。そして，最後に，法務省法務総

合研究所の佐久間達哉所長により，２日目全体の総括がなされた。 
 
２ パネルディスカッションの事例と設問 

パネルディスカッションの事例と設問は，次のとおりである。 
このパネルディスカッションを準備するにあたっては，横山教官及び東尾教官が尽力さ

れ，各国に事例及び設問を送付し，各国からあらかじめ書面による回答を得ることができ

た。そこで，当日は，当該書面回答を資料として参加者に配布すると共に，モデレータが

各国の事前回答の内容を口頭で確認しつつ，さらに追加の質問を行っていくという方式を

採用した。 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
 Tuna Corporation（本社：アメリカ合衆国カリフォルニア州）（以下，「Tuna」という。）は，

貴国において，指定商品を「被服」として，下記商標（以下，「本件商標」という。）につ

いての登録を有している（以下，本件商標に関して当該登録に基づき貴国で与えられる権

利を「本件商標権」という。）。 
 本件商標： DolfiN 
 貴国においては，貴国に本社を有する Sardine Ltd.（以下，「Sardine」という。）が輸入総

代理店として，１０年以上にわたり，Tuna製のＴシャツを輸入販売してきた。TunaとSardine
には資本関係はなく，全くの別会社である。また，Sardine は，Tuna との契約により，Tuna
製の正規品のＴシャツを貴国に輸入し，それを販売する権利を有している。 

Tuna 製のＴシャツの多くは，左胸に本件商標を付している。本件商標は，Ｔシャツのブ

ランドとして世界的に有名であり，貴国でも，都市部では多くの人に知られている。 
 Sardine は，市場において，胸の部分に別紙記載の標章１乃至９（以下，それぞれ「被疑
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侵害標章１」乃至「被疑侵害標章９」という。）がそれぞれ大きく付された９種類のＴシャ

ツ（以下，それぞれ「被疑侵害商品１」乃至「被疑侵害商品９」という。）が販売されてい

ることを確認した。そして，調査により，それらはいずれも貴国に本社を有する Bonito 
Corporation（以下，「Bonito」という。）が貴国で製造又は輸入したものであり，Bonito は貴

国でそれらを販売するだけでなく，隣国への輸出も行っていることが判明した。 
問１ 貴国では，商標権侵害行為に対しては，民事訴訟手続及び刑事訴訟手続のいずれも

可能ですか。それぞれの手続の年間の件数，割合はどの程度ですか。 
問２ 貴国では，商標権侵害行為に対して民事訴訟手続又は刑事訴訟手続を開始しようと

する場合，商標登録がなされていることに加えて，公告や警告がなされているなど，

なにか必要な要件はありますか？ 
問３ 想定事例において，商標権者ではなく輸入総代理店にすぎない Sardine は，商標権侵

害を理由とする差止及び／又は損害賠償を求める民事訴訟の原告になることはできま

すか。 
問４ Bonito による被疑侵害商品１乃至９の製造，輸入，販売，輸出は，それぞれ本件商

標権の侵害を構成しますか。 
問５ 裁判所において商標の類否を判断する際の一般的な基準はありますか。あるとすれ

ば，どのようなものですか。 
問６ 本件商標が世界的に知られていることは，商標の類否の判断に影響を及ぼしますか。

例えば，本件商標が全くの無名ブランドだった場合には商標の類否の判断が変わるこ

とがありますか。アメリカや日本でのみ有名だった場合にはどうですか。 
問７ Tuna が使用する商標と本件商標とが完全に同一ではない，具体的には，Tuna が使用

する商標は下記の商標であると仮定します。この場合，本件商標の不使用を理由とし

て本件商標権が取り消されたり，又はその他の理由で本件商標権の有効性が否定され

たりする可能性はありますか。また，本件商標権の有効性に影響がないとしても，本

件商標と被疑侵害標章との類否判断又はその他 Bonito による商標権侵害の成否の判

断に影響はありますか。 
Tuna の使用商標（仮定）：DolfiN 

問８ 貴国では，商標登録に際して，行政機関による審査がなされますか。審査がなされ

る場合，本件商標の登録に係る審査の過程において，以下のやり取りがあったと仮定

します。つまり，審査官は，当初，Tuna に対して，「『Dolphin』という他人の先行登録

商標があり，本件商標は当該先行登録商標と類似しているため，登録が認められない。」

と商標登録を拒絶する旨の通知をしました。それに対して，Tuna は，審査官に対し，

「『Dolphin』はイルカを表す英語であるのに対し本件商標は造語であって観念を異に

し，本件商標は D と N だけが大文字である点において外観上顕著な特徴を有します

から，本件商標と『Dolphin』とは類似しておらず，本件商標の登録は認められるべき

です。」と主張して，その結果，「DolfiN」が商標として登録されたとします。その後，

Tuna が，被疑侵害商標２「DolphiN」と被疑侵害商標３「Dolphin」に対して，本件商
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標と類似するとして訴えたとします。Tuna が登録時に「『Dolphin』とは類似しない」

と主張していたことは，被疑侵害標章２と本件商標との類否判断，及び被疑侵害標章

３と本件商標との類否判断に影響しますか？ 
問９ Tuna が本件商標について商標登録を有していないと仮定した場合，Tuna は Bonito

に対して何らかの法的措置をとることができますか。 

［被疑侵害標章１］Dolfin 

［被疑侵害標章２］DolphiN 

［被疑侵害標章３］Dolphin 

［被疑侵害標章４］Dollfine 

［被疑侵害標章５］DollerfiNance 

［被疑侵害標章６］イルカを表す貴国の言葉 
［被疑侵害標章７］dolphin の音（dάlfɪn）を表す貴国の言葉 
［被疑侵害標章８］イルカの図柄 

［被疑侵害標章９］I love DolfiN but it's too expensive. 
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３ 第１分科会の結果報告 

第１分科会での各国からの回答状況について，以下，各設問毎に概要を報告する。 
問１ 民事／刑事の件数 

カンボジアからは，件数の統計はないが，民事手続に加えて刑事手続も利用可能で

あり，両者を一緒に提訴することもできる，と回答があった。ラオスも，刑事手続に

おいて被害者が損害賠償請求をすることができるが，件数は非常に少ないとのこと。

ミャンマーは，刑事と民事とは別手続であり，件数はやはり非常に少ない。タイでは，

刑事事件数は２０１４年の４１３０件から２０１６年の２８０９件へ大幅に減少し，

民事事件数は２０１４年の７０件から２０１６年の１０６件へと増加おり，刑事から

民事へ，という流れがあるようである。ベトナムは，６年間で民事は産業財産権全般

で１０件，刑事は模倣品の案件が合計で１４５件であり，民事事件では原告の立証が

容易ではないことへの言及がなされた。 
問２ 登録以外の権利行使要件 

カンボジア，ラオス，タイ，ベトナムについては，商標登録がなされていれば，そ

れ以上の警告や権利者自身による公告は不要である。ミャンマーの場合は，商標登録

制度が未整備であることから，権利者が Declaration of Ownership を行い，当該

Declaration を Registration Office of Deeds and Assurances under Ministry of Agriculture に
登録し，登録後に英語の日刊紙に Cautionary Notice を掲載しなければならない，との

現在の実務の説明があった。 
問３ 独占的輸入代理店の原告適格 

ベトナムでは，独占的輸入代理店にも原告適格が認められるとのこと。カンボジア

は，ライセンシーも商標権侵害の差止請求をすることができるが，ライセンシーとは

ライセンスに基づき商品を製造する者に限られるので，独占輸入代理店はライセンシ

ーに該当せず提訴不可，とする一方，輸入代理店も，一般不法行為（tort）としての差

止請求は可能という回答であった。ラオスは，輸入代理店は請求不可としながら，や

はり一般不法行為（tort）としての請求の可能性は肯定した。ミャンマーでは，１９３

４年の裁判例で，独占的輸入代理店に差止及び損害賠償請求の原告適格を認めたもの

があり，これは現在でも参照される可能性があるらしい。タイからは，著作権侵害に

関して，独占的ライセンシーに原告適格を認めた最高裁判例があり，それが商標権侵

害に関しても該当するだろう，とのコメントがあった。  
問４ 登録商標と標章１乃至９との類否 

タイは，標章６，８は非類似，それ以外は全て類似。ベトナムは，標章１，２，３，

６，８が類似，その他は非類似。カンボジアからは，事前回答は得られなかったが，

会場でのコメントでは，標章１乃至４が類似・侵害，その他は非類似。ラオスは，事

前回答では，標章１～４，７及び９は類似，標章５，６及び８は非類似であったが，

会場での各国のコメントを聴いたのち，標章１～９の全てが類似ではないかとの意見

になった。ミャンマーは，標章１及び２は類似，その他は全て非類似とする回答で，
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類似の範囲が狭かった。 
問５ 類否判断の基準 

具体的な類否判断については，上記問４のとおり各国で判断が大きく分かれたが，

類否判断の一般的な基準について，モデレータより，日本の「しょうざん」事件最高

裁判決（昭和４３年）（外観，観念，称呼の三点を基礎として，取引の実情も考慮した

うえで，出所の誤認混同を生ずるおそれがあるか否かにより類否を決する。三点のう

ちその一において類似するものでも，他の二点において著しく相違することその他取

引の実情等によって，なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいもの

については，これを類似商標と解すべきではない。）を説明したところ，これに対して

の異論は各国から特に出なかった。 
問６ 周知著名性の類否判断への影響 

ミャンマー及びベトナムからは，周知著名であることが類否判断に影響する可能性

がある，との回答があり，タイからは，登録商標が有名であることは，被疑侵害者の

故意の認定に影響するのではないか，とのコメントがあった。 
問７ 登録商標の不使用 

いずれの国でも不使用商標を取り消す制度があるが（ミャンマーも立法中の商標法

で定められる予定），本件では，実質的に登録商標と同一の商標が使用されているもの

として取り消されることはないだろうとの回答であった。  
問８ 出願経過禁反言 

タイとカンボジアからは，出願手続で出願人が登録機関に提出した意見書に述べた

ことが，登録後の商標権の行使に影響することはない，との明確な回答がなされた。

他方，ラオスからは，権利行使において矛盾主張をすることは許されないのではない

か，とのコメントがあった。その他の国からは，明確な回答はなかった。 
問９ 未登録著名商標の保護 

いずれの国も，未登録周知商標は保護されており，その周知性の立証の困難につい

ては我が国と大差ないようであった。 
 
４ 第２分科会の結果報告 

第２分科会での各国からの回答状況についても，第１分科会の結果報告と同様に，各設

問毎に概要を報告する。 
問１ 民事／刑事の件数 

フィリピンでは，民事・刑事のいずれも，急激に件数が増加している。なお，統計

上は刑事手続の件数が多いように見えるが，民事手続においては和解で終了している

案件も多い，とのことであった。 
マレーシアでも，民事，刑事いずれも件数が増えているが，商標権侵害については

刑事手続がより効果的である，とのことであり，統計上も，２０１６年には刑事事件

の件数が激増していた。 
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インドネシアは，正確な統計資料はないが，刑事手続も民事手続もいずれも多く，

どちらかといえば，損害賠償が認められる点で，民事手続の方がより利用されやすい

のではないか，との回答であった。 
ブルネイは，市場が小さいために件数の統計はないが，国としては熱心に知的財産

権保護を行おうとしており，税関などが権利者に対し積極的に権利行使を促している，

とのことであった。 
問２ 登録以外の権利行使要件 

いずれの国においても，商標登録がなされていれば，それ以上の警告や権利者自身

による公告は不要である。 
問３ 独占的輸入代理店の原告適格 

各国でそれぞれ異なる制度となっていた。インドネシアでは，非独占的ライセンシ

ーであっても権利行使可能である。ブルネイとマレーシアでは，独占的ライセンシー

は，まず商標権者に権利行使を求め，２か月以内に商標権者が権利行使をしなかった

場合に初めて権利行使できる，という制度であるが，ブルネイは商標権者を共同原告

とすることが必要とされているのに対し，マレーシアでは，商標権者を被告とするこ

とが必要とされ，かつライセンシーは登録されていなければならない。フィリピンは，

独占的ライセンシーであっても一切権利行使は認められない。 
問４ 登録商標と標章１乃至９との類否 

事例１～５及び９については，いずれの国においても類似であったが，事例６，７

については，ブルネイは非類似，フィリピンは使用態様によっては類似になり得る，

インドネシア，マレーシアでは類似，事例８も，ブルネイ，フィリピンは非類似，イ

ンドネシア，マレーシアは類似，と判断が分かれた。全体として類似とされる範囲は

広く，特にインドネシアとマレーシアでは，登録商標の権利範囲が非常に強い，とい

う印象であった。 
問５ 類否判断の基準 

こちらのパネルにおいても，日本の類否判断の基準に対しては，大きな違和感が述

べられることはなく，各国とも，誤認混同のおそれがあるか否か，という点を重視し

ているようであった。判断基準が同様であっても，具体的な類否判断においては結論

が異なることが浮き彫りとなった。 
問６ 周知著名性の類否判断への影響 

インドネシアにおいては，登録商標の周知著名性は全く影響がない，フィリピン及

びマレーシアでは，考慮はされるものの，あまり重要ではない，ブルネイでは，周知

著名であることが類否判断に影響する可能性がある，との回答で，こちらも回答が分

かれた。 
問７ 登録商標の不使用 

いずれの国でも不使用商標を取り消す制度があるが，本件では，実質的に登録商標

と同一の商標が使用されているものとして取り消されることはないだろうとの回答で
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あった。 
問８ 出願経過禁反言 

フィリピンからは，出願手続で出願人が登録機関に提出した意見書に述べたことと

矛盾する主張は許されない，との明確な回答が得られたが，その他の国からは，特に

排斥されないのではないか，との回答であった。 
問９ 未登録著名商標の保護 

インドネシアにおいては，登録のない商標を保護する法律はない，とのことであっ

たが，その他の国においては保護される，とのことであった。 
 
５ 知財紛争を含む海外調査研究事業に関するプレゼンテーション 

法務省では，日本企業の海外展開を支援するなどの目的で，日本企業が多く進出し又は

今後の進出が見込まれるアジア新興国に法曹有資格者を派遣して現地の法制度や運用等の

調査・研究を行い，その調査結果を公表する事業を行っている。 
今回のプレゼンテーションでは，このような事業の概要を紹介した後，タイの調査研究

を担当した池田崇志弁護士と，ミャンマーの調査研究を担当している鈴木健文弁護士から，

それぞれの調査実施国における知財制度の概要・特徴や，現地日本企業が直面しうる知財

紛争の特徴とこれに対する対応方策などについて紹介がされた。 
タイについては，ＴＲＩＰＳ協定に則って，特許法，著作権法，商標法など知的財産に

関する法律が整備されており，こうした法制度の概要を理解できれば，企業がタイに進出

するに当たっても紛争予防となること，知的所有権・貿易裁判所設置法に基づき，知的財

産権及び貿易についての専門の裁判所が設置されていることなどが紹介された。一方で，

実際上，知的財産権を扱うタイ法弁護士の数が少ないこと，知的所有権の侵害が刑事罰に

直結する場合が多いことなどの指摘もされた。 
また，ミャンマーについては，タイとは対照的に知的財産権の分野における法整備が途

上にあり，制定法が存在しない商標，特許，意匠につき，登録法による登録実務などによ

る対応が行われてきたものの，現在，知的財産分野における制定法の起草作業が進んでい

ること，起草作業中の商標法と著作権法の草案の概要などが紹介された。 
プログラムの最後には，会場から発表者に対し，日本企業が現地企業と取引する場合の

紛争解決条項の定めに関する留意点等について質問がされ，発表者から，使用言語を選択

できることや日本人の弁護士を代理人として選任できるなどのメリットがある商事仲裁を

紛争解決手段として条項に定めることも有効である（両国とも「外国仲裁判断の承認及び

執行に関する条約」（ニューヨーク条約）の締約国である。）といった回答がされた。 
プログラム全体を通し，法曹実務家のみならず海外展開を今後予定している企業にとっ

ても有益な内容となったのではないかと考えられる。 
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６ おわりに 

知的財産紛争処理における司法の経験やプレゼンスは，ＡＳＥＡＮ各国でまちまちとい

う現状ではあるが，統一事例についての参加各国の知的財産紛争解決の考え方にそれぞれ

特徴が出ており，短期間でこれらの異同を体験できた価値は非常に高い。今回，上川陽子

法務大臣が２日目午前中の第１分科会及び第２分科会に直接参加され，記者会見において，

アジア諸国における知的財産権に関する協力の強化は，アジア諸国の社会経済開発の発展

や，日本企業の海外進出のためのビジネス環境整備等にも大いに貢献するものであるとの

趣旨の発言をなされた。今回のシンポジウムを機に，より一層，各国のベスト・プラクテ

ィスを共有することができるよう，努力したい。 
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国際知財司法シンポジウム２０１７～日中韓・ＡＳＥＡＮ諸国における

知的財産紛争解決～結果概要（３日目） 

特許庁審判部審判課 課長補佐（企画班長） 
 高 橋   克 

特許庁審判部審判課 企画係長 
 高 田 基 史 

 
１．はじめに 

平成２９年秋に開催された「国際知財司法シンポジウム２０１７」の３日目は，主に特

許庁が担当し，特許庁・産業界・学界による講演，特許の進歩性判断・商標の類否判断・

悪意の商標出願に関するパネルディスカッションが行われた。 
以下，３日目の各プログラムの内容について報告する。 

 
２．講演  

冒頭，特許庁の宗像直子長官が基調講演を行った。本基調講演では，国際的な知財シス

テムの改善に向けた新興国への期待，IoT や AI などの新しい技術がもたらした知財制度上

の課題，標準必須特許のライセンス交渉に関するガイドラインの策定作業について述べた。 
次に，「アジアにおけるビジネスと知財紛争」をテーマとして，日本経済団体連合会の堤

和彦企画部会長と東京大学の渡部俊也副学長が講演を行った。 
堤企画部会長の講演では，ビジネスの現場の視点から，アジアでの知財侵害の状況・課

題，アジアにおける模倣品被害及び対策の事例の紹介があった。また，アジア各国におけ

るエンフォースメントの強化，日中韓・ＡＳＥＡＮが連携した知的財産制度の調和，日本

政府による法整備支援への期待が述べられた。 
渡部副学長の講演では，アジアにおけるビジネス展開に対する知的財産訴訟の影響に関

する実証研究の紹介があった。その中では，企業にとって，知的財産訴訟は紛争解決手段

となるだけでなく，知的財産制度を学習し，特許の質を向上させるための重要な機会とな

るという研究結果も示された。 
講演後には，弁護士知財ネットの林いづみ弁護士による質疑応答があった。 
渡部副学長に対する質疑応答では，中小企業が訴訟で負けた経験を５年経つと忘れてし

まうという傾向に関し，そのような企業内で教訓が引き継がれない理由について尋ねたと

ころ，渡部副学長からは，ビジネスモデル上重要なものについて，組織は必ず守るように

する仕組みを整えているものの，知的財産はその範囲になかなか入らないことがある旨の

回答があった。 
また，堤企画部会長に対する質疑応答では，営業秘密保護のために進出先で重点的に取

り組んでいる対策や，アジア各国で知財の民事訴訟を進める上での課題について質問があ

った。堤企画部会長からは，営業秘密の漏えいのリスクの大きさを現地会社の幹部に教育
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すること，営業秘密の項目や範囲を特定して管理すること，営業秘密となり得るキー技術

をブラックボックス化し，現地はそのまま利用する仕組みを構築するといった対策が紹介

された。また，アジア各国で知財の民事訴訟を進める上での課題については，事件数が増

加し，訴訟が長期化していること，証拠保全申立てについては，制度は存在するが，実務

上は認められにくく，証拠入手が困難であること，損害賠償額が低額であることなどが挙

げられた。 
 

 

質疑応答 
 
３．パネルディスカッション テーマ１・２ －審判実務者研究会より－ 

パネルディスカッションのテーマ１及び２では，審判実務者研究会1の検討事例につい

て，議論を行った。 
 
４．パネルディスカッション テーマ１ 特許の進歩性判断に関するケース・スタディ 

パネルディスカッションのテーマ１として，発明の名称を「骨代謝疾患の措置のための

                                                   
1 実務者が一堂に会して個別事例の審決・判決について研究を行う，特許庁審判部主宰の研究会であり，

２００６年以降，継続的に実施されている。研究会メンバーは，特許庁審判官，産業界，弁理士，弁護

士及び裁判官（オブザーバー参加）という立場の異なる知財実務専門家で構成され，メンバーそれぞれ

の視点に基づく自由な議論を行い，その成果を報告書としてとりまとめている。報告書は，特許庁ウェ

ブサイト等を通じて公表されるとともに，海外向けに報告書要約編の英訳も作成・公表されている。２

０１６年の研究会では，７つの分科会（特許５分野，意匠分野及び商標分野）を設置し，総勢約５０名

（各分科会６～１０名）が参加して，合計２０事例（各分科会２～４事例）について検討を行った。 
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